
 

委託業務仕様書 

 

１ 委託業務名：令和６年度沖縄県海岸漂着物発生抑制対策検討・実施業務 

 

２ 目的 

県では、｢美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海

洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律｣（平成 21 年７月 15 日法律

第 82 号）（以下、｢海岸漂着物処理推進法｣という。）第 14 条に定める「沖縄県海岸漂着物

対策地域計画」（以下「地域計画」という。）を策定するとともに、行政機関や地域関係者

等を委員とする「沖縄県海岸漂着物対策推進協議会」、「沖縄県海岸漂着物対策推進地域協

議会」（以下「協議会」という。）を設置し、関係者間の情報共有、連携等を図りながら、

海岸漂着物の回収処理、実態調査、発生抑制対策等を実施してきた。 

一方、県内海岸には、毎年、海岸漂着物が際限なく漂着する現況にあり、海岸における良

好な景観及び環境の保全を図るため、今後も継続して海岸漂着物対策を実施していく必要が

ある。 

本業務では、これまでに実施した海岸漂着物対策事業の結果と現時点での課題を踏まえ、

令和５年度に設置した「海岸漂着物の発生抑制対策ワーキンググループ」（以下「ワーキン

ググループ」という。）を令和６年度も設置し、引き続き海岸漂着物の発生抑制対策を検討

・実施するものである。 

 

３ 履行期間 

契約締結の日から令和７年３月 14日まで 

 

４ 業務内容 

（１）発生抑制対策に係る検討及び実施 

ア ワーキンググループの設置・運営 

 本年度のワーキンググループは、令和５年度に設置したワーキンググループの構成

員を参考とする他、発注者（沖縄県環境部環境整備課。以下、同じ。）と協議の上、

これを設置するものとする。 

また、沖縄県海岸漂着物対策推進協議会・各地域協議会委員（他団体・学識経験者に

係る者に限る）の中から、発生抑制対策の検討に資する者として選定した者を構成員

としてもよい。 

 

 ワーキンググループでは以下の内容について検討するものとし、開催回数は１回程

度とする。 

イ 令和６年度の発生抑制対策の検討（令和５年度までの検討において、提案された

取組（案）（表．6.2-1 参照）の中から少なくとも１つ以上を含めること。） 

ウ イの検討結果を受けた発生抑制対策の実施（海外との交流となる内容を含むこと） 

エ 令和７年度以降の発生抑制対策の検討 

 

（２） 報告書作成 

上記（１）の結果について取りまとめる。 

 



 

 

５ 成果物 

（１）提出物 委託業務完了報告書、精算報告書 

（２）提出部数 ２部 

（３）報告書の電子データを収納した電子媒体（CD-R） ２式 

（４）提出期限 令和７年３月 14日 

（５）提出場所 沖縄県環境部環境整備課 

 

６ 業務実施計画書の提出 

委託契約後 14 日以内に業務実施計画書を沖縄県環境部環境整備課に提出すること。 

また、計画を変更する場合も同様とする。 

 

７ 著作権等の扱い 

（１）成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権（以下、「著

作権等」という。）は、沖縄県が保有するものとする。 

（２）成果物に含まれる受託者又は第三者が権利を有する著作物等（以下、「既存著作物」と

いう。）の著作権等は、個々の著作権者等に帰属するものとする。 

（３）納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、受託者が当該著作物の使用に必

要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。 

 

８ 情報セキュリティーの確保 

受託者は本業務の実施に関して、沖縄県等から要機密情報を提供された場合には、適切

に取り扱うための措置を講ずること。 

また、委託業務において受託者が作成する情報については、沖縄県環境部環境整備課の

指示に応じて適切に取り扱うこと。 

 

９ 一般管理費の取り扱い 

当該業務に係る費用の見積もりにおいて、一般管理費は、以下の計算方法により算出さ

れた金額の範囲内とすること。 

（直接人件費 ＋ 直接経費 － 再委託費等）× 一般管理費率（10/100以内） 

※ 直接経費については、旅費、使用料等の単価に既に消費税が含まれている場合は、税抜

き額で算出する。 

※ 再委託費等は、当該事業に直接必要な経費のうち、受託者（共同企業体構成員を含む）

が実施できない又は実施することが適当でない業務の遂行を他の事業者に委任又は準委

任して行わせるために必要な経費を対象としており、再委託費のうち、仕事の完成を目的

とした外注（請負契約）に必要な経費は一般管理費の算定にあたって控除しない。 

 

10 事業実施に係るその他事項 

（１）安全管理 

回収作業員を雇用して海岸等の調査を実施する場合は、安全管理を徹底するため、沖縄

県が平成 22年度に作成した「海岸清掃マニュアル（回収事業編）」の記載内容に沿った安

全管理を実施すること。 

また、危険物については「海岸漂着危険物対応ガイドライン（農林水産省、国土交通省）」、



 

医療系廃棄物については「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル（環境省）」

に基づいて取り扱うこと。 

（２）サンプルの管理 

調査により回収したサンプルについては、飛散、流出する等し周辺環境に悪影響をおよ

ぼさないよう適切に管理すること。また、一時保管する場合は、沖縄県や保管場所の所在

する市町村の指導に従うものとする。 

（３）廃棄物の処理 

委託業務の実施により回収し又は生じた廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に

関する法律」（以下、「廃棄物処理法」という。）に則り適正に処理すること。その際に

は、沖縄県や廃棄物が発生した海岸等の所在する市町村の指導又は当該市町村の廃棄物処

理計画に従うものとする。 

（４）環境への配慮 

調査対象区域内に生息する植物類をむやみに引き抜いたり、植生内にむやみに立ち入っ

たりしないよう配慮すること。 

特に環境保全上の価値が高い動植物等が確認された場合には、その取り扱いに留意する

こと。 

また、調査実施範囲に、国立公園や国定公園等の規制区域を含む場合は、調査実施に際

しては関係法令を遵守すること。 

（５）再委託により履行することのできる業務の制限は次のとおりとする。 

ア）一括再委託の禁止等 

契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせること

はできない。また、次の業務（以下「契約の主たる部分」という。）については、

その履行を第三者に委任し、又は請負わせることができない。 

ただし、これにより難い特別な事情があるものとしてあらかじめ県が書面で

認める場合は、これと異なる取り扱いをすることがある。 

〈契約の主たる部分〉 

・契約金額の 50％を超える業務 

・ワーキンググループの設置、運営 

・発生抑制対策の実施に係る総合調整 

・企画判断、管理運営、指導監督、確認検査などの統括的かつ根幹的な業務 

・契約の相手方を指名又は選定した理由と不可分の関係にある業務 

イ）再委託の相手方の制限 

競争入札参加に係る指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密

接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請負わせることはできない。 

ウ）再委託が可能な業務範囲 

本委託契約の履行にあたり、委託先が第三者に委任し、又は請け負わせること

のできる業務等の範囲は次のとおりとする。 

・県との協議等の上、再委託が必要と認められるもの。 

エ）協議による再委託の承認 

契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ書

面による県の承認を得なければならない。 

ただし、以下に定める「軽微な部分」を第三者に委任し、又は請負わせるとき

はこの限りではない。 

〈軽微な部分〉 



 

・資料の収集・整理・複写・印刷・製本、原稿・データの入力及び集計 

・調査で回収した海岸漂着物の運搬、保管、処分等 

・発生抑制ワーキングメンバーが行う、発生抑制対策の実施に係る準備作業等 

・その他社会通念上、軽微と認められるもの 

（６）旅費支給規定について 

旅費の支給に当たっては、沖縄県職員の旅費に関する条例及び関係規定に基づき支給す

ることとする。 

（７）その他 

仕様に係る疑義や仕様により難い事由が生じたときは、沖縄県環境部環境整備課と速や

かに協議し、その指示に従うこと。 


